
No.

8

9

14 連絡調整

(1) 協定書に従い、各種報告書を市に提出している。 b b

3(2) 市との連絡調整及び連携を適切に行っている。 b b

(3) 地域住民、関係団体等との連絡調整及び連携を適切に行っている。

13 緊急対応
(1) 事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保されている。 b b

3
(2) 緊急時のマニュアル等が整備され、定期的に訓練を行っている。 b a

b b

12 人員体制

(1) 事業計画書に即し、人員を不足なく配置している。 b b

3

(4) 必要な資格、経験等を有する人員が確保されている。 b b

(5) 計画的に研修等を実施している。 b b

(2) 事業計画書に即し、就職困難者の採用促進（取組等）が図られている。 b b

(3) 組織の指揮命令系統が明確にされている。 b b

(1) 利用承認、利用料金の徴収、減免等が適切に行われている。 b b

10 経費の執行管理

(1) 専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理事務を行っている。 b b

3(2) 経費が削減され、またはその節減に向けた努力を行っている。 b b

(3) 収支予算書と比較して、収支状況は妥当である。 b a

3
(2) 利用者の平等利用が確保されている。 b b

11 利用承認業務

環境配慮 省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされている。 b b 3

保険への加入 必要な賠償保険に加入している。 b b 3

3
(2) 外部委託の内容は事前に市の承認を受けており、適切である。 b b

7 管理記録
(1) 文書の管理・保存が適切に行われている。 b b

3
(2) 点検、修繕等の履歴が適切に記録、保管されている。 b b

b

(4) 備品台帳に基づき、備品を適切に管理している。 b b

6 外部委託
(1) 業務の一括委託又は主たる部分の委託は行われていないか。 b b

(2) 事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている。 b b

5 維持管理

(1) 仕様書等に従い、清掃、警備、衛生管理を適切に行っている。 b b

3
(2) 協定書等に従い、情報を適切に管理、公表している。 b b

4 施設管理
(1) 条例等に従い、開館日、開館時間を遵守している。 b b

3

3
(2) 仕様書等に従い、施設・設備の保守管理を適切に行っている。 b b

(3) 協定書等に従い、適切に修繕を行い、市に報告している。 b

3 情報公開
(1) 情報公開に関する規程が整備されている。 b b

2 個人情報の保護

(1) 個人情報保護に関する規程が整備されている。 b b

3(2) 個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じている。 b b

(3) 職員に対する教育を実施している。

1 関係法規等の遵守

(1) 法令、条例等に基づき、適切な管理を行っている。
b b

3　（法令に基づく届出、報告書の提出を含む。）

(2) 業務に従事する職員は関係法規等の習得が適切に行われている。 b b

b b

令和７年度指定管理者業務評価シート（令和６年度実績）

施設名 羽曳野市立道の駅しらとりの郷・羽曳野

指定管理者名 株式会社クリーン工房

指定期間 令和4年4月1日　～　令和9年3月31日　（5年間）

③指標ごと及び評価項目ごとの評価
評価項目 評価指標 １次 ２次 委員会

施設所管課 　土木部　道路公園課　　　

①評価の実施方法
　下記の評価項目における評価指標ごとに、指定管理者による「１次評価」及び施設所管課による「２次評価」を実施
し、その２つの結果をもとに羽曳野市指定管理者選定等委員会（以下「委員会」という。）において、評価項目に対する
評価及び総合評価を行う。（評価項目・指標は施設の性格等により、異なる場合または評価の対象としない場合がありま
す。）

②評価基準
　１次評価及び２次評価では、指標ごとに２～４段階（a～dでaが最良）の評価を行い、仕様書や自らの提案（業務計
画）の内容を満たす問題のない内容を「b」とする。委員会評価では、１次・２次評価を基に、評価項目ごとに２～４段
階（１～４点）で評価を行う。
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④評価者コメント

⑤指定管理者選定等委員会による総合評価

点

Ｄ 多くに改善を要する ４割未満　　　　　  （２７点未満）

Ｂ 適正に管理されている ６割以上８割未満    （４０点以上５３点未満）

Ｃ 一部に改善を要する ４割以上６割未満    （２７点以上４０点未満）

＜総合評価基準＞
総合
評価

評価の定義
総合計点（施設ごとの最高得点）に
対する委員会評価合計点数の割合

Ａ 優れている ８割以上　　　　　　（５３点以上）

良好な管理・運営が行われていることが認められる。A 53

4

指定管理者
野生動物の出没対応、利用者や車等による物損対応、施設老朽化対応、施設利用者へのサービ
ス向上、自主事業の取り組み等、道の駅の指定管理業務について滞りなく取り組めていると思
慮いたします。

施設所管課
前回の業務評価時に比べ、各種の自主事業を実施することで施設の利用促進及び、自主事業収
益による健全な施設運営を行っていることを評価します。また、道の駅独自の業務継続計画
（BCP）を策定するなど、緊急（災害）時に備えた取組みを推進していることを評価します。

総合評価
委員会評価
合計点数

委員会講評

a a

団体の財務状況 団体の財務状況は、指定管理者選定時と比較して大きな変化はない。 a a

16 サービス・利用の向上

(1) 施設や事業のＰＲを適切に行っている。 b b

4(2) 事業計画書に基づいた自主事業等が行われている。 b b

(3) 施設の利用促進（利用者の増加等）が図られている。

3

(2) 言葉遣い、態度、服装等の接遇について適切である。 b b

(3) 社会的弱者への配慮がなされている。 b b
(4) 利用者アンケート調査の実施や、利用者等から直接意見、要望を聴く機会を定期的に
　設けることなどにより利用者ニーズを把握し、その結果を業務の改善等に反映させてい
　る。

b b

15 利用者対応

(1) 苦情、要望等に対して、迅速かつ適切に対応し、遅滞なく市に報告している。 b b


